
 

日立市立助川中学校 

 本校の人権教育の目標 

○ 地域の実態や生徒の発達段階を考慮しながら，学校の教育活動全体を通して，人権尊重の精神

の涵養を図る。 

○ 互いの相違を認め,他者を受容できる態度を育むとともに,未来の社会の担い手を育てる。 

 本校の人権教育の視点 

   ○「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」ができる生徒の育成 

   ○ 生徒の発達段階に即した指導目標の設定 

   ○ 出会いやふれ合いの中から,互いの相違を認め,他者を受容できる態度の育成 

 

Ⅰ 実践 

 １ 実践テーマ 

   人権感覚を身に付け，互いの人権を尊重し友達を思いやる心をもとうとする生徒の育成 

 ２ ゲートキーパー育成運動 

   昨年度このコロナ禍において,全国の児童生徒の自殺者の総計数が最多となった。そこで本校では,

生徒指導主事や担任の教員が中心となって,いじめの防止や思い詰めて悩んでいる人に向けての標

語を募集し、本校の廊下に掲示を行った。 

   生徒一人一人の人権意識を高め，実践できる態度を育むことができた。また，生徒が書いた標語

の掲示を実施したことで，互いの相違を認め,他者を受容できる態度を育むことができた。 

 ３ 人権だよりの発行 

   今年度は，生徒の人権意識を高めるため時事問題や社会情勢に合わせて,人権だよりを発行してい 

る。身近なテーマを取り上げたことで，日常生活の中で自己の人権感覚をどう高めていくか，生徒 

に投げかけることができた。 

 

人権だより「ひかり」の発行の様子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

日立市立助川中学校人権だより 

     
 今年度、人権だより「ひかり」では、人権に関する諸課題について、テーマごとに整理を

して、一緒に考えていければと考えております。また、時事的な人権問題についても、考え

てまいります。１年間よろしくお願いいたします。 

🐦 ～人権について考えよう コロナ感染者等への差別～ 🐦 

 新型コロナウイルス感染症に流行に伴い、保護者・生徒の皆様も多大なる影響を受けてい

るかと思います。感染症蔓延のための予防策・防止策など、「ウイルスとの闘い」も長期化の

様相を呈してきました。 

 このような状況下の中で、医療従事者やその家族、濃厚接触者、感染者への差別というの

が問題になっています。以下、①東京新聞(東京都地方紙)の記事・②、③日本赤十字社の広報

サイトから資料等を引用します。 

    ①              ②                 ③ 

                 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①の資料から差別禁止の内容を盛り込んだ条例が、昨年 10 月に茨城県でも成立したこと

が分かります。これは、感染拡大の状況を受け、②・③の資料のような、感染者やその勤務先

などに対する差別の防止を防ぐために策定されたものであるといえます。 

 場合によっては、感染者が出た学校等に、「どんな教育をしているんだ」「●●から出て行

け」などの批判やひぼう中傷の電話が相次ぐなど、非常に悲しい事態が起こってしまってい

ます。このような、濃厚接触者、感染者やその家族への差別というのは、許されるものなの

でしょうか。 

これらのことを含めて、ご家庭でも｢人権｣について話し合っていただけたらと 
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🐦 ～人権について考えよう 障害を抱える方への差別～ 🐦 

 昨年の国会で｢障害者差別解消法｣の改正が行われ、民間企業も合理的配慮を行うことが義務化されまし

た。また、昨年は東京パラリンピックも開催され、障害を抱えるあるアスリートの活躍に感動した方も多く

いらっしゃったと思います。まさに、ダイバーシティ構想・インクルージョンの実現に向けて、節目の年で

した。しかしながら、社会の状況を見ると、障害のある方への偏見・差別が根強く残っている状況です。今

回の人権だよりでは、そのような障害のある方に対する差別について考えていきたいと思います。 
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 ③は岩手県内で｢障害者差別に当たると思われる事例｣として内閣府に報告が上げられたものになります。

中学校の社会の公民的分野の授業では、日本国憲法で保障されている｢平等権｣について学習しますが、③の

事例は全て、｢平等権の侵害にあたる事例｣であり、極めて不当な人権侵害にあたるものです。このような状

況の解決のためには、まず①のように障害とは何かというのを理解すること、そして②の｢障害者差別法｣制

定の趣旨を踏まえて、障害のあるなしに関わらず全ての人が活躍できるインクルージョンの実現に向けて

努力をしていくことがとても大切です。どうすれば障がいを抱える方への差別の撲滅につながるのでしょ

うか。ご家庭でも｢人権｣について話し合っていただけたらと思います。 
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○ 視覚障がいを理由に学校の入学を拒否された。「 他の学生にと っても 、教師にと っても障がい者の存在は 

迷惑」 と 言われた。  

○ 障がいを持っていると いう だけで、 経験もあるのに面接すら受けさせても らえなかった。  

○ バスに乗る際に療育手帳を提示すると 、 舌打ちをされたり 、 迷惑そう な態度をと られたり する。  

○ 交際している知的障がい者の男女（ 女性） が、 避妊手術を受けさせられた。  

 



 

Ⅱ 今後の課題 

 今年度は,生徒指導主事が中心となって,いじめ・差別・偏見をなくすための標語作りを行うことで,学

校教育全体を通じて，生徒一人ひとりの人権意識を高め，実践できる態度を育むことができた。また,生

徒指導担当の教員と連携して,SNS の正しい使い方や SNS における誹謗中傷の問題について,県メディア

教育指導員を招き,生徒と保護者に注意を促すことができた。今後は, さらに学校教育全体で人権意識

を高めていくために,人権だよりや人権メッセージの取り組みを継続し，生徒が人権について考える機

会をさらに増やしていきたい。 

 

Ⅲ 人権コーナー設置・掲示の様子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


